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守谷市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則 

 

平成３年５月２０日 

規則第１７号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，守谷市土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積の規制に関

する条例（平成３年守谷町条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し，必

要な事項を定めるものとする。 

（事業の許可申請） 

第２条 条例第５条第１項の規定による許可を受けようとする事業主等（以下「申請

者」という。）は，土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積事業許可申請書（様

式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

（１）土地登記簿謄本 

（２）土地所有者一覧表 

（３）位置図 

（４）公図の写し 

（５）周囲の利用状況図 

（６）土砂等の搬入経路図 

（７）現況平面図及び現況縦横断図（当該埋立地等の周辺を含めたもの） 

（８）計画平面図及び計画縦横断図 

（９）雨水，排水対策図（計画書添付） 

（１０）事業施行フローシート（様式第２号） 

（１１）契約書の写し 

（１２）隣接地主等権利者の同意書 

（１３）関係土地改良区の同意書 

（１４）土地の埋立て等区域の境界から半径１００メートル以内に位置する近隣住民

の同意書 

（１５）誓約書（事業主及び事業施行者が連署し，印鑑登録されている印を押印し，

印鑑証明を添付すること。なお，事業主及び事業施行者が法人の場合は，法人の

登記簿謄本を添付すること。） 

（１６）発生元の土壌検査書（土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年環境庁

告示第４６号）の判定基準）。ただし，市内の公共工事に伴って発生した残土に

よる土地の埋立て等については，設計書のとおり産業廃棄物を処理したことの証

明書を添付し，かつ，発注者と工事管理監督者の証明書を添付の場合は，土壌検

査書は，省略することができる。 

（１７）その他必要とする書類及び図面 

２ 市長は，前項の規定による申請書が提出されたときは，その内容を審査の上，許
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可又は不許可を決定し，土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積事業許可（不

許可）決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（事業の開始届） 

第３条 条例第６条の規定による届出は，土砂等による 土地の埋立て，盛土及びた

い積事業開始届（様式第４号）により行うものとする。 

（施行基準） 

第４条 条例第７条に規定する施行基準は，別表に掲げるとおりとする。 

（措置命令） 

第５条 条例第８条の規定による事業の停止命令は，停止命令書（様式第５号）によ

り，原状回復その他必要な措置に係る命令は，措置命令書（様式第６号）により行

うものとする。 

（変更の許可申請） 

第６条 条例第９条第１項の規定による変更の許可を受けようとする事業主等は，土

砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積事業変更許可申請書（様式第７号）に必

要な書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請書が提出されたときは，その内容を審査の上，許

可又は不許可を決定し，土砂等による土地の埋立て，盛土及びたい積事業変更許可

（不許可）決定通知書（様式第８号）により当該申請者に通知するものとする。 

（改善勧告及び改善命令） 

第７条 条例第１０条の規定による勧告は，改善勧告書（様式第９号）により，条例

第１１条の規定による改善命令は，改善命令書（様式第１０号）によりそれぞれ行

うものとする。 

（完了の届出） 

第８条 条例第１３条の規定による届出は，事業完了後７日以内に，土砂等による土

地の埋立て，盛土及びたい積事業完了届（様式第１１号）により行うものとする。 

（進行状況の報告） 

第９条 申請者は，条例第１４条の規定により，事業の進行状況について土砂等によ

る土地の埋立て，盛土及びたい積事業進行状況報告書（様式第１２号）により，翌

月５日までに市長に報告するものとする。 

（身分証明書） 

第１０条 条例第１５条第２項に規定する身分を示す証明書は，守谷市職員服務規程

（昭和５２年守谷町規程第５号）第５条第１項の身分証明書とする。 

（標識） 

第１１条 条例第１７条の規定により，事業区域の周囲に標識（様式第１３号）を設

置するものとする。 

（公表の方法） 

第１２条 条例第１８条の規定による公表は，次に掲げる事項とし，守谷市公告式条

例（昭和３０年守谷町条例第６号）第２条第２項に規定する掲示場への掲示その他
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の方法により行うものとする。 

（１）条例第８条又は第１１条に該当する者の氏名及び住所（法人にあっては，その

名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

（２）違反の事実及び命令の内容 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

附 則 

この規則は，平成３年７月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月３１日規則第１１号） 

この規則は，平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３０日規則第６号） 

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１月１７日規則第２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

 

１ 事業区域周辺にみだりに人が立ち入れぬよう，次に掲げる基準に適合した柵又は

塀を設置すること。 

（１） 埋立て又は盛土の場合 

ア 柵の高さ １２０センチメートル以上 

イ 杭の直径 ６センチメートル以上 

ウ 杭の間隔 １８０センチメートル以内 

エ 鉄線の間隔 ３０センチメートル以内とし，タスキ掛けを行うこと。 

（２） たい積の場合 

ア 塀の材質 板又はトタンと同程度又はより強度のもの 

イ 塀の高さ たい積高に対し２０センチメートル超える高さ 

ウ 杭の間隔 ９０センチメートル以内 

 

２ 事業に伴う隣地との段差等について，次に掲げる制限を守ること。 

（１） 埋立て又は盛土の場合 

ア 隣地境界との段差 ５０センチメートル以内 

イ 土留の高さ 板又はコンクリートにより５０センチメートル以上 

ウ 転地替による掘削を行

う場合 

地表から１５０センチメートル以内 

（２） たい積の場合 

ア たい積の高さ ２５０センチメートル以内 

イ 土留柵 隣地境界から事業区域内に１８０センチメートル以上のとこ

ろに高さ１００センチメートル以上 

ウ たい積期間 搬入日より３箇月以内 

 

３ 事業区域内に排水溝を設け，雨水等の適切な排水を行うこと。 

 

４ 作業中は，監視員を配置すること。 

 

 


